
新政権の手腕が問われる経済財政運営 

～マニフェストの実行が焦点となった 22 年度予算審議～ 
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リーマン・ショック以降の我が国の急激な景気の落ち込みは、世界経済の回復や政策

効果により、最悪期を脱したと見られるが1、依然として失業率が高水準にとどまるな

ど厳しい面も残されている。また、円相場もリーマン・ショック前に比べると、10 円

以上の円高水準で推移しており、輸出産業の価格競争力の観点などから、依然として景

気の先行きには慎重な見解も多い。 

このような経済情勢の中、新政権によって初めて編成された平成 22 年度総予算にお

いては、公共事業関係費を 18.3％削減するなど歳出の見直しが進められたものの、社

会保障関係費などの基調的な増加に加え、マニフェストに盛り込んだ子ども手当や高校

無償化等の政策などにより所要額が膨らみ、歳出は当初予算としては過去最高の 92.3

兆円に達した。 

一方で、歳入は景気後退による法人税等の減収が続き税収見込みが 37.4 兆円にとど

まることから、特別会計積立金等の取崩しなどにより過去最大となる 10.6 兆円の税外

収入を計上したものの、新規国債発行額は 44.3 兆円に達し当初予算としては過去最大

となるとともに戦後初めて税収を上回った。この結果、国債残高は 22 年度末には約 637

兆円と更に増大し、対ＧＤＰ比 134％に達する見込みとなっている。 

参議院予算委員会における審議では、我が国の経済・財政の現状やマニフェスト施策

の実効性などについての議論に加え、政治とカネの問題や普天間基地移設問題に関する

議論にも多くの時間が充てられたが、本稿では前者について主要な議論を紹介する。 

なお、本稿における閣僚等の肩書は、原則として 22 年３月時点のものである。 

 

１．我が国経済の現況と新政権の景気対策 

（１）厳しさが残る雇用情勢 

我が国の実質ＧＤＰ成長率は 20 年 10-12 月期から２期連続で大幅なマイナス成長を

記録した後、新興国向け輸出に牽引される形で 21 年 4-6 月期からは回復基調にある（図

表１）。特に中国向け輸出は、21 年１月をボトムに急回復し、22 年３月にはほぼリーマ

ン・ショック前の水準にまで回復している。こうした外需の伸びは、輸出企業を中心に

企業収益を押し上げ、22 年 1-3 月期の企業の経常利益は、対前年度比 163.8％増と大幅

なプラスとなるなど2、景気の先行きには明るさが見えてきている。 

しかし、企業の人員過剰感は依然として強く、22 年３月の日銀短観における雇用人
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（出所）内閣府「四半期別ＧＤＰ速報」より作成

員の判断は、大企業全産業で前回調査よりも２ポイント改善したもののプラス 13 と依

然過剰感が残っている。こうした中、失業率も急激な悪化には歯止めがかかったものの、

企業の採用意欲が引き続き低いことを反映して５％前後の高水準で推移しており、内閣

府の月例経済報告も３月以降「景気は、着実に持ち直してきているが、なお自律性は弱

く、失業率が高水準にあるなど厳しい状況にある」と、景気の持ち直しが必ずしも雇用

に波及していないとの認識を示している。 

このように厳しい状況が続く雇用について、予算委員会の審議では菅財務大臣が「緊

急経済対策による雇用下支え効果80万人のうち77万人程度が雇用調整助成金の要件緩

和による」旨の認識を示し3、雇用調整助成金制度の利用が雇用の底割れを防いでいる

との見方を示したほか、新卒者の就職対策に取り組む方針などが示された4。 

雇用調整助成金の対象者は徐々に減っているが、22 年３月時点でも約 160 万人に上

り、引き続き本制度による支援が必要であろう。また、22 年３月大学卒業予定者の就

職率が、12 年に次いで過去２番目に低い水準となるなど、新卒者の就職対策も喫緊の

課題である。景気回復の雇用情勢への波及が確かなものとなるまで、雇用対策の役割は

重要と言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）デフレ脱却へ向けた取組 

実質ＧＤＰは回復基調にあるが、内閣府が発表した 22 年 1-3 月期の需給ギャップは

前期から若干改善したもののマイナス 4.8％（年換算約▲25 兆円）と、我が国経済はい

まだ深刻な需要不足にある。 

また、家計が購入する財やサービスの価格変動を表す消費者物価指数（生鮮食品を除

く総合）は、21 年３月から 14 か月連続で前年比マイナスとなっている。20 年に資源価

格が急騰した影響で、前年比の数値が押し下げられたこともあるが、エネルギー関係を

図表１ 実質ＧＤＰ項目別寄与度（季節調整済み、前期比） 
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除いた物価の動きを見ても下落は続いている（図表２）。こうした中、政府は 21 年 11

月に「デフレ宣言」を行い、我が国経済がデフレ状況にあることを改めて認めた。 

物価が継続的に下落するデフレ状態が続けば、企業の売上低下により人件費が抑制さ

れ、消費が落ち込むことで更に物価が下落するというデフレスパイラルに陥る懸念も指

摘されていた。菅財務大臣はデフレ脱却に向けて一層の努力をすると述べていたが5、

予算審議においても「政府と日銀が共通の目標を持ち、できれば今年中にインフレ率の

プラス転化を目指して色々な手だてを打っていきたい」旨述べ6、政府と日銀が歩調を

合わせてデフレ脱却に向けた対策を行う考えを示した。その後、22 年３月 17 日に日銀

は新型オペの資金供給量を倍増する

追加金融緩和策を決定したが、白川日

銀総裁は過去の量的緩和政策につい

て「景気を刺激し、物価を上げるとい

う面での効果は限定的であった」旨述

べるなど7、金融政策がデフレ脱却に

果たす役割は限定的との見方を示唆

している。今後どのように政府と日銀

が協調して実効性あるデフレ対策を

打ち出していくのか注目される8。 

 

（３）補正予算の執行見直しと景気への影響 

政府は、麻生政権が編成した 21 年度第１次補正予算のうち２兆 9,259 億円の執行を

見直し9、21 年 12 月８日に、新たな経済対策として「明日の安心と成長のための緊急経

済対策」（以下「緊急経済対策」という。）を策定した。そして、22 年１月 18 日には１

次補正の執行見直しの反映と緊急経済対策を盛り込んだ第２次補正予算を提出した。 

１次補正の執行見直しが 21 年 10 月に閣議決定されたにもかかわらず、減額を盛り込

んだ２次補正の提出が約３か月後の 22 年１月になったことから、１次補正の執行見直

しと憲法 83 条との関係が質された。これに対し、菅財務大臣は「歳出予算は支出権限

や債務負担権限を内閣に付与するもので、予算のすべてを使い切る義務を負わせるもの

ではない。今回、不要不急の予算を執行停止したが、最終的には２次補正により減額が

決定されるもので、憲法の趣旨には反しない」旨の見解を示した10。 

２次補正は１月 28 日に成立したが、１次補正の執行見直しに対しては、景気への悪

影響を指摘する声もあった。これに対し、政府は「１次補正の執行見直しが実質ＧＤＰ

を 0.4％程度押し下げる一方、２次補正は 0.7％程度押し上げるため、差し引きで実質

ＧＤＰは 0.3％程度押し上げられる」との見込みを示した11。予算審議においても菅財

務大臣が「１次補正を一部凍結したことで色々批判されたが、21 年度予算の規模を小

さくしたわけではなく、２次補正によって、できるだけ雇用と需要を生み出すところに
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（出所）総務省資料より作成

図表２ 消費者物価の推移（前年比） 
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予算の重点配分を行った」旨述べるなど12、効果的な予算配分を行うことでトータルで

はＧＤＰを押し上げる効果があるとの考えを示した。また、執行が見直された予算の中

には 22 年度予算において再び計上されたものもあるとの指摘があり、これに対して、

菅財務大臣は「不要不急の予算の中には時間の経過によって必要になるものもあり、そ

うしたものを復活させるのは当然」と述べたものの13、なお説明不足の感は否めず、こ

うした点につき政府は具体的な根拠を示し、より丁寧な説明をしていくことが求められ

よう。 

 

２．新政権の方針が反映された 22 年度予算 

（１）過去最大となった社会保障関係費 

22 年度一般会計予算における社会保障関係費は過去最大の 27 兆 2,686 億円（前年度

比 9.8％増）となり、一般歳出（53 兆 4,542 億円）に占める割合が初めて５割を超えた。

社会保障関係費の伸びを毎年 2,200 億円削減する方針は、既に 21 年度予算編成におい

て事実上断念されていたが、民主党は政権獲得前から社会保障費の抑制方針を批判して

おり、22 年度予算においても高齢化の進展等による自然増は容認された。さらに、マ

ニフェストに従って子ども手当の半額実施や生活保護の母子加算復活などが盛り込ま

れた結果、前年度比で１割近い増加となった。 

社会保障関係費については、新規施策を実施しなくとも現在の水準を維持すれば高齢

化の進展などにより毎年１兆円前後のペースで増加していくと見込まれ14、社会保障水

準の切下げか安定財源の確保が早晩必要となる可能性が指摘されている。この点につい

て、菅財務大臣は「社会保障は最大の成長分野とも考えられるため、その水準は維持し

ながら、いかにして財源を捻出するか本格的な議論を始めなければならない」旨述べ15、

社会保障の水準を維持しつつ、医療や介護等の分野による経済成長を可能とすべく政府

として取り組むとともに、必要な財源確保策を検討していく考えを示した。 

また、21 年 10 月 20 日に政府が初めて公表した我が国の相対的貧困率が先進国中最

悪の水準であったことに関し16、社会保障制度が所得の再分配機能を十分に果たしてい

ないのではないかとの指摘もあった。これに対し鳩山総理大臣は「税、社会保障などが

所得再分配機能をうまく果たしておらず、そのことにより世界的に見て我が国の貧困率

が高い状況にあることは事実として認めなければならない。所得再分配機能をより効果

的に働かせていくようなシステムを構築する必要がある」旨述べ17、現状の税制及び社

会保障制度に改善すべき点があることを認めた上で、今後は、所得再分配機能を強化し

ていく方向性を示した。 

 

（２）大幅に削減された公共事業関係費 

社会保障関係費の大幅増とは対照的に、「コンクリートから人へ」の理念の下、公共

事業関係費は抜本的に見直され、５兆 7,731 億円（前年度比 18.3％減）と 32 年ぶりの
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低水準となった。菅財務大臣はこうした公共事業費の大幅削減について「従来の予算は

公共事業等に依存して景気対策を行っていたが、国民生活を第１とし、コンクリートか

ら人へという理念の下で予算を大きく組み替えたもの」と述べ、景気対策としての公共

事業よりも国民生活を重視した結果と説明している18。 

しかし、こうした公共事業関係費の大幅な削減に関しては、様々な観点から異論が相

次いだ。特に、新政権は「コンクリートから人へ」という理念を強調するが公共事業の

果たしている役割を一切否定しているのではないかとの懸念が多く示された。これに対

し、菅財務大臣は「決して公共事業が不要とか一切効果がないというわけではない。従

来からの発想を変え、選択と集中により効果が高い事業に集中的に投資をすることが必

要と考えている」旨述べ19、これまでの公共事業は必ずしも経済成長につながってこな

かったという認識に立った上で、今後も経済効果が高い公共事業は集中して行っていく

方針を示した。 

また、公共事業は乗数効果が高く20、子ども手当に代表される家計への給付などに比

べて景気対策としてより有効ではないかとの指摘もあった。これに対し津村内閣府大臣

政務官は「公共投資は無駄なものでもＧＤＰに 100％計算されるという定義になってい

るが、これは統計の特性で、経済にそれだけ意味があるということではない。一方、子

ども手当など少子化対策には、生産年齢人口の増加による経済社会の活性化を通じ、中

長期的な富の増加などの効果が期待される。そのため、対策の効果は単にＧＤＰへの数

字的な効果で測られるべきではない」旨の見解を示した21。 

さらに、地方経済では雇用の多くを建設業等の公共事業関連業種が支えていることか

ら、公共事業関係費の急激な削減が地方経済に悪影響を与えるのではないかとの懸念も

示された。これに対し、菅財務大臣は「18％の予算カットは地域経済にとって難しい問

題を引き起こすことも十分あり得る。場合によっては、地方における土木建設業従事者

の林業路網造りなどへの業種転換を図るなど、転業支援等により公共事業減少が地域経

済へ与えるマイナスの影響をできるだけ少なくしていきたい」旨述べ22、公共事業削減

が地域経済への悪影響となる可能性を認めた上で、他業種への転業支援などの雇用対策

により手当てをしていく考えを示した。 

公共事業費の大幅削減は、これまでの公共事業の経済効果を疑問視し、社会保障等国

民生活に対する直接の支援をより重視するという新政権の姿勢が顕著に表れた予算配

分と言えよう。もっとも、転業支援等の対策を採ったとしても、前年比２割近い予算削

減が地方経済に大きな影響を与える可能性は否定できず、政府は地方の雇用情勢に対し、

きめ細かい目配りをしていく必要があろう。 

 

（３）新たな試みとなった事業仕分け 

政権交代に伴い、22 年度予算編成では麻生政権が設けた概算要求基準が廃止される

など従来とは異なった手法が多く採られた。その代表格が、有識者や国会議員等の評価

31
立法と調査　2010.7　No.306



者が各省の事業の要否等を公開の場で判定する事業仕分けであろう。国の事業に関する

事業仕分けは 21 年 11 月 11 日から９日間行われ、政府は歳出削減や基金の返納などに

より約２兆円の財源が捻出されたとしている。 

事業仕分けに対しては、民主党マニフェストに予算の効率化により 9.1 兆円の財源を

捻出するとの記載があったことから、「マニフェスト工程表記載の財源捻出を目標とし

て作業を進めるのか」と仕分け作業の趣旨が問われた。これに対し、枝野行政刷新担当

大臣は「事業仕分けは予算の削減や歳出削減を直接の目的としているものではなく、そ

れぞれの事業の在り方について不断の見直しを行うという手段である。結果として歳出

削減につながることは１つの効果ではあるが、目標額を定めるという趣旨のものではな

い」と述べ23、事業仕分けの目標は歳出削減ではなく、個々の事業について趣旨や効果

を検証することにあるとの見解を示し、財源の捻出は事業仕分けの目的ではなく効果の

１つにとどまることを強調した。 

また、事業仕分けを実施した行政刷新会議のワーキンググループに関し、存立の法的

根拠や結論の法的効果が不明確である旨の指摘もなされた。これに対し、枝野行政刷新

担当大臣は「ワーキンググループは行政刷新会議の決定及び了承により設置されており、

法律上の直接の根拠はなく、事業仕分けの結論も法的拘束力を持ったものではないが、

強い政治的、社会的拘束力を持っており、その結論を覆すには説得力を持った十分な説

明責任が必要」とし24、公開の場で行った事業仕分けの結論は、事実上の強い拘束力を

持つとの考えを示した。その上で、事業仕分けの結論は法的拘束力を持たず、あくまで

内閣はそこでの結論を参考として予算を決定するものであるため、「何ら憲法や法に反

するものではない」旨述べ25、事業仕分けには法律上の問題がないことを強調した。 

事業仕分けは、これまで財務省が行ってきた予算査定の過程を国民にオープンにし、

前例踏襲に陥りがちな各省の政策を原点に立ち戻って検証する機会を提供した点で画

期的であったと言えよう。もっとも、枝野大臣も認めているように、事業仕分けによっ

て我が国の厳しい財政状況が劇的に改善されることを期待するのは困難である。既に

22 年４月下旬から独立行政法人や公益法人を対象に第２弾の事業仕分けが実施された

が、そうした点を踏まえつつ今後の政府の取組を見ていく必要があろう。 

 

（４）実現への具体策が求められる成長戦略 

22 年度予算を閣議決定した５日後の 21 年 12 月 30 日に、政府は新たな成長戦略とな

る「新成長戦略（基本方針）」（以下「基本方針」という。）を閣議決定した。基本方針

には、環境・エネルギー分野での需要創出等により 32 年度までの平均で名目３％を上

回る経済成長を目指すなどの目標が盛り込まれた。そして、22 年６月を目途に、より

具体的な目標・施策を盛り込んだ「新成長戦略」と「成長戦略実行計画（工程表）」を

策定することとされた。 

基本方針の閣議決定が予算編成後になったことに対し、菅財務大臣は「予算編成より
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前に成長戦略を出すべきという議論もあったが、本格的な成長戦略を策定するとすれば

予算編成が遅れるため、今の経済情勢を踏まえ、予算編成そして予算の年度内成立を最

優先した」旨述べ26、基本方針の決定時期が遅れたのは、厳しい経済情勢にかんがみ早

期の予算編成を最優先したためであるとした。 

基本方針の内容についても、財務省の「平成 22 年度予算の後年度歳出・歳入への影

響試算」の前提では 24 年度の名目成長率が 2.0％にとどまるとされていることなどか

ら、32 年度まで平均で名目３％成長という基本方針の目標と財務省の試算の前提との

整合性や、この目標自体の実現可能性に疑問が呈された。この点に関して、菅財務大臣

は「基本方針の目標に向けた施策の肉付けを進めているところであり、今後、目標達成

のための施策を講じていく考えである」旨述べ27、基本方針の目標達成のため具体策の

検討をこれから実施していく考えを示した。 

また、基本方針では、大規模公共事業による経済成長を目指す方針を「第１の道」、

市場原理を徹底し生産性向上による経済成長を目指す方針を「第２の道」とし、従来採

られてきたこれらの方針を巨額の財政赤字や格差拡大等の原因として批判している。そ

して、今後我が国が進むべき道として、環境、健康、観光の３分野で新たな需要を創造

することで雇用を生み、国民生活の向上を図る「第３の道」という概念が提唱された。

この「第３の道」について菅財務大臣は、「需要という面を重視する考え方」とした上

で、「供給面を無視するのではなく、潜在的に需要があるにもかかわらず供給が十分で

ない介護、医療及び保育等の分野や、グリーンイノベーションのように全く新しい製品

が生まれることによる需要の創出が期待できる分野などの供給は重視する」旨述べてい

る28。 

政府は６月に向けて、有識者等の意見を踏まえ「新成長戦略」の取りまとめを行って

いるが、実現への具体策を示し国民や市場の信頼を得ることが重要である。「第３の道」

という針路に我が国をしっかりと導いていくためには、まず菅財務大臣が述べる潜在的

需要の掘り起こしや新規需要の開拓のより具体的な手法と成長の着実な道筋を示すこ

とが求められよう。 

 

３．問われるマニフェスト実行力 

（１）マニフェストの実施状況 

22 年度予算には、民主党のマニフェストに沿った、子ども手当の半額実施（１兆 7,465

億円）、公立高校の実質無償化（3,933 億円）等の施策が多く盛り込まれた（図表３）。

マニフェストでは 22 年度の所要額は 7.1 兆円とされていたが、ガソリン税等の暫定税

率廃止見直しなど圧縮が行われた結果、これらの施策には総額 3.1 兆円の予算が計上さ

れた。 

子ども手当は、中学生までの子供がいる家庭に対し、子供１人当たり月２万 6,000 円

（初年度の 22 年度は月１万 3,000 円）を所得制限なしで支給するものであり、その意
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義について、鳩山総理大臣は「第１義的に

は社会全体で子供の育ちを支えるという

ことであり、それが結果として少子化対策

になり、経済的にも効果がある」旨述べて

いる29。 

予算審議では、厳しい財政事情の中、子

供が外国に住んでいる在日外国人にも子

ども手当が支給され得る点など支給要件

の妥当性について質疑が行われた。これに

対し、長妻厚生労働大臣は「支給要件は

23 年度の制度設計の中での論点の１つ」

と述べ、22 年度の支給要件に改善すべき点があることを認めた上で、「法律が成立した

暁には、支給要件を満たしていることを地方自治体が確認し、その上で支給の措置をす

るという通知を全国に出して徹底させていく」ことで不適切な支給が行われないよう努

める考えを示した30。子ども手当の支給は６月から始まったが、既に 500 人以上の養子

を海外で養育しているとする外国人から支給申請があったとの報道もあり31、支給現場

の混乱を避けるべく政府には十分な配慮が求められよう。 

また、子ども手当の創設に当たって従来の児童手当が見直されることに伴い、高所得

者の方が手取り収入の増加額が多くなるとの試算結果もあり、金持ち優遇政策ではない

かとの批判もなされた。こうした指摘に対し、長妻厚生労働大臣は「児童手当との差額

で考えるべきではなく、税の控除見直しも併せると、高所得層は手取りが減り、低所得

層は手取りが増える」旨述べ32、金持ち優遇との批判は当たらないとの考えを示した。

子ども手当と従来の児童手当とでは対象となる子供の範囲が異なることなどから、一律

の比較は困難であるが、政府は国民に対し制度の趣旨と仕組みをより丁寧に説明してい

く必要があろう。 

子ども手当同様、マニフェストに大きくうたわれたガソリン税等の暫定税率廃止（減

税額 2.5 兆円）については、厳しい財政事情を受け、暫定税率の仕組みは廃止するもの

の税率は維持することとなり、実質的な減税は自動車重量税の国上乗せ分の約２分の１

（約 1,660 億円）にとどまることとなった。これに対しては、公約違反との厳しい指摘

が相次ぎ、鳩山総理大臣も記者会見で「マニフェストに添えなかったことはおわび申し

上げなければならない」と公約を達成できなかったことを認めた33。 

予算審議でも暫定税率廃止を見直したことについて、その経緯等が問われ、鳩山総理

大臣は「税率や環境問題を考えれば暫定税率廃止にこだわるべきではないという報道各

社の論調、国民の声及び各種世論調査などに加え、政府内での議論を踏まえて最終的な

結論を出した」旨答弁している34。確かに、景気悪化により税収が落ち込み、温室効果

ガス削減も急務となる中、暫定税率の廃止は困難とも言えようが、野党時代から強く主

図表３ マニフェスト関連予算 

子ども手当の半額実施 １兆7,465億円

公立高校の実質無償化 3,933億円

年金記録問題への集中対応 900億円

農業の戸別所得補償 5,618億円

暫定税率の廃止 1,660億円

高速道路の無料化 1,000億円

雇用対策 170億円

（出所）財務省資料より作成

計　　3.1兆円
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張してきた公約を見直したことに対して、政府には、その経緯も含めて国民の理解を得

るため更なる説明が求められよう。 

このほかにも、高速道路無料化の対象路線が３大都市圏などを除く約 18％にとどま

るなど35、マニフェスト実施の初年度に当たる 22 年度予算の編成を通じて、財源の制約

等から、その完全実施が非常に困難なことが明らかになりつつある。鳩山総理大臣は「暫

定税率廃止以外のマニフェストは実現することとなった。予算成立の際には、国民の多

くは必ず、政治が変わったとの実感を持つと思う」と述べ36、国民からの評価に自信を

示したが、今後は次年度以降の予算でマニフェスト関連施策をどのように実施していく

のかが問われることとなろう。 

 

（２）説明が待たれる政策と財源の整合性 

22 年度においてはマニフェスト関連予算として 3.1 兆円が計上されたが、23 年度か

らは子ども手当の全額支給や農業戸別所得補償の本格実施など更に所要額が増える見

込みである。これらに見合う財源として、マニフェストでは 25 年度までに公共事業の

見直し等による 9.1 兆円を始め特別会計積立金の繰入れなども併せ、合計 16.8 兆円を

捻出するとしている。 

政府は、22 年度においても概算要求段階での削減や事業仕分けなどにより 3.3 兆円

の財源を捻出し、マニフェスト関連予算に充てたとしているが、来年度以降は上述のと

おり更に所要額が膨らむ見込みであり、どのようなスケジュールで財源捻出を行ってい

くのか、政府の見通しが問われた。この点に関し、枝野行政刷新担当大臣は「４年間で

9.1 兆円の歳出削減を行うという約束を守るべく努力しているが、法改正を含めた制度

改革が必要な部分も多々あり、その進行度合いは国会審議の状況などにもよる。その中

で、いわゆる埋蔵金の掘り起こしも組み合わせて何とか財政が成り立つよう努力する」

旨答弁するにとどまり37、４年間での歳出削減目標には言及したものの、各年度の具体

的な財源捻出額は示されなかった。マニフェストを実行すれば毎年度歳出が拡大してい

く以上、それに見合う財源も同時に捻出することが望ましく、政府には財源捻出のより

具体的な見通しを示すことが求められよう。 

財政事情が厳しさを増す中で、既に一部ではマニフェスト見直しに向けた動きも見ら

れる。中でも 23 年度から予定されている子ども手当の満額支給には約 5.5 兆円の財源

が必要とされるが、23 年度の支給については予算編成過程で改めて検討することとさ

れており具体的な財源の目途が付いている訳ではない38。財源の確保をせぬまま子ども

手当の満額支給等恒久的な財政支出の拡大を行えば、国債の更なる増発によって結局我

が国の将来を担う子供達にツケを回すことになりかねない。鳩山総理大臣が言うように

「社会全体で子供の育ちを支える」ためにはどのような施策が求められているのか、子

育て支援の在り方について、国民の視点からの議論が改めて必要ではないだろうか。 
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図表４ 国・地方の長期債務残高と国債残高 

４．更に厳しさを増す財政 

（１）続く国債依存の財政運営 

景気悪化により法人税等の税収が大幅に落ち込む中、22 年度予算における新規国債

発行額は 44 兆 3,030 億円となり、当初予算としては戦後初めて税収を上回った。この

結果、22 年度末の国債残高（普通国債）は 637 兆円（対ＧＤＰ比 134％）、国・地方を

併せた長期債務残高は 862 兆円（同 181.5％）に達する見込みである（図表４）。 

厳しい財政事情の中、22 年度予算編成に当たって、政府は新規国債発行額を約 44 兆

円にとどめることを目標としたが、これは過去最大の経済対策が盛り込まれた 21 年度

第１次補正後予算の新規国債発行額 44 兆円を念頭に置いたものであり、当初予算の段

階からかかる金額を目標とすることの是非を問う意見も見られた。 

こうした点に関し、菅財務大臣は「税収が大きく落ち込む一方、経済の状況も大変厳

しく、一定の歳出を確保する必要もあるという状況の中で、新規国債発行を約 44 兆円

に抑えた」旨述べ39、税収減により歳出抑制の必要が高まる一方、景気対策の必要性も

増すという我が国が置かれた状況の困難さに言及し、約 44 兆円という国債発行額の目

標はこうした状況下におけるぎりぎりの選択であったとの認識を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）限界を迎える特別会計積立金の活用 

22 年度予算においては、財政投融資特別会計積立金や外国為替資金特別会計の剰余
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金などを一般会計へ繰り入れることにより、過去最大となる 10 兆 6,002 億円が税外収

入として計上された。具体的には、財政投融資特別会計積立金の残高全額及び 21 年度

剰余金全額の計 4.8 兆円並びに外国為替資金特別会計の 21 年度剰余金全額 2.5 兆円の

一般会計繰入れ等が行われ、財政投融資特別会計積立金の残高はほぼゼロとなる見込み

である。こうしたいわゆる埋蔵金の取崩しに関しては、国債の増発に頼らず財源を捻出

するものとして評価する声がある一方、政府の純債務が増加する点で国債の増発と大差

がない、恒常的に見込める財源ではなく多年度にわたる政策の財源とすることは妥当で

ないなどの指摘もあり、従来から議論の的となってきた。また、財政投融資特別会計積

立金は政令で総資産の 50/1000 が財務の健全性を確保するため必要な水準とされてお

り40、外国為替資金特別会計も円高の進行で評価損が膨らんでいる。そこで、このよう

な状況下において今回の繰入れを行うことが妥当な措置と言えるのかが問われた。 

この点に関し、大串財務大臣政務官は、まず財政投融資特別会計及び外国為替資金特

別会計の剰余金について「金利差から毎年一定程度剰余金が生まれる」ため必ずしも１

回限りの歳入ではないとし、財政投融資特別会計については「積立金のレベルに関して

は評価が色々あろうが、基本的に財政投融資特別会計の財務の健全性が疑われないよう

にやっていきたい」との考えを示した41。また、外国為替資金特別会計については「現

在の為替レベルでは約 20 兆円の含み損があるが、これは評価損であり特別会計を精算

しない限り実現損とはならない。外国為替資金特別会計の健全性にも配慮しつつ剰余金

を国民のために使っていくことに関しては適切なレベルで予算に盛り込みたい」旨の答

弁があった42。 

確かに、これら特別会計の剰余金は金利差等により毎年一定程度発生することが見込

めるものだとしても、近年、財政投融資特別会計における貸付金利と調達金利の差から

生じる利益は逓減してきている。今後も 22 年度のような水準で繰入れができる可能性

は低いと見られ、安定財源確保に向け更なる議論が望まれよう。 

 

（３）注目される財政再建の具体策 

21 年 12 月 15 日に閣議決定された「予算編成の基本方針」では、①構造的な財政赤

字の削減につなげる、②中長期的には公的債務残高の対ＧＤＰ比を安定的に縮減させて

いく、ことを念頭に、複数年度にわたる予算の大枠を定める中期財政フレームと中長期

的な財政健全化目標を定める財政運営戦略を、22 年前半に策定することとされた。 

政府は、22 年６月までにこれらを策定することを目指し論点整理を進めているが、

菅財務大臣は「中期財政フレーム及び財政運営戦略によって、少なくとも３～５年の間

に財政健全化へ向けた道筋に持っていく青写真を示す必要がある」と述べ43、財政健全

化へ向けた実効性ある指針を打ち出す意向を示した。また、「ここ 10 年余りの財政悪化

の原因の半分は税収減少にある」とし44、「中期財政フレームは３年程度、財政運営戦略

は 10 年程度の長さで考えており、所得税、法人税、消費税、場合によっては環境税等

37
立法と調査　2010.7　No.306



すべての税項目について議論を本格的に始め、策定段階で固まったものについては内容

に反映させていく」旨述べ45、財政健全化に向け消費税も含めて税制の在り方を議論し、

その進捗状況によっては、中期財政フレームや財政運営戦略に今後の税制の姿が盛り込

まれる可能性もあるとの認識を示した。 

我が国の税収はかつてないほど落ち込んでおり、22年度の税収は21年度に引き続き、

昭和 60 年度当時と同水準の 40 兆円弱にとどまる見込みとなっている。こうした税収の

落ち込みについて、峰崎財務副大臣は「リーマン・ショックによる 100 年に一度とも言

われる世界的な金融経済危機が日本に大きな影響を与え、法人税、所得税が落ち込んだ」

と世界金融危機による深刻な景気悪化の影響があるとした一方、「旧政権下での、所得

税、法人税、相続税の減税も大きな影響を与えている」旨述べ46、現行税制自体にも問

題があるとの認識を示した。 

予算審議においては、個別の税の在り方についても議論が交わされた。消費税につい

て、鳩山内閣は「連立政権樹立に当たっての政策合意」により在任中は引き上げないと

しており、鳩山総理大臣は「私の内閣の下では消費税は上げないと誓い、国民の皆さん

に約束し、連立３党でもそのことを決めたので、それは守りたい」と再度在任中の引上

げは行わない考えを示した47。また、法人税については、国際水準と比べ税率が高く企

業の国際競争力を削いでいると税率引下げを求める声がある一方、企業には大規模な内

部留保があり税収確保の観点から税率を引き上げるべきとの指摘もある。こうした中、

鳩山総理大臣は「法人税は減税の方向に導いていくのが筋だと基本的に考えている」旨

述べ48、法人税率引下げを目指す方向性を示した。所得税については、最高税率の引き

下げなどにより所得再分配機能が弱められてきたのではないかとの指摘があり、鳩山総

理大臣も「累進性、特に最高税率が抑えられて所得再分配がゆがめられているのではな

いかという点は、しっかりと議論をされるべき」と述べ、所得再分配機能を強化する方

向で議論を進めていく考えを示唆した49。 

鳩山内閣は 22 年６月４日に総辞職し、同月８日には菅新内閣が組閣された。今後は、

菅内閣において策定される中期財政フレーム及び財政運営戦略において、これら税制の

将来像がどの程度具体的に盛り込まれるかが注目されよう。 

我が国の公的債務残高は未曾有の水準にあるが、景気の低迷もあり足元で長期金利は

低水準で推移している。もっとも、大量の国債の国内消化を可能としてきた我が国の貯

蓄率が既に著しく低下してきていることや、各国が大規模な景気対策を行ったことによ

る世界的な公的債務管理に対する不信感の高まりなど、金利上昇に結びつく要因は多い。

今後、少子高齢化の進行によって社会保障関係費等の歳出増加圧力は更に高まっていく

と考えられるが、金利上昇により国債の利払い費も急増すれば財政の持続可能性が失わ

れかねず、長期金利が落ち着いている今こそ財政健全化へ道筋を付ける最後のチャンス

かもしれない。政府には実現可能性の高い計画の策定へ向け、腰を据えた取組が求めら

れる。 
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